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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オプトエレクトロニクス半導体部品（１００）であって、
　・担体（１）と、少なくとも１つのオプトエレクトロニクス半導体チップ（２）と、ビ
ームを通す注入封止体（５）とを備えており、
　前記担体（１）は、相互に絶縁されている少なくとも２つの金属製の担体条片から形成
されており、前記担体（１）はさらに、
・実装面（１１）と少なくとも１つの貫通孔（３）とを有しており、当該貫通孔（３）は
、前記担体（１）の実装面（１１）から、当該実装面（１１）に対向している底面（１２
）へと延在しており、これによって前記担体（１）は完全に貫通され、ここで前記貫通孔
（３）の側方は前記担体（１）によって制限されており、かつ、前記貫通孔（３）は少な
くとも１つのつながっている側面を有しており、これによって前記貫通孔（３）は前記担
体（１）内の孔と成り；
　・前記少なくとも１つの貫通孔（３）は少なくとも１つの張り出し部分（６０）を有し
ており、ここで、前記底面（１２）の領域における前記貫通孔（３）の水平方向の伸張は
、前記実装面（１１）の領域における前記貫通孔（３）の水平方向の伸張よりも大きく、
　・前記オプトエレクトロニクス半導体チップ（２）は前記実装面（１１）上に固定され
ており；
　・前記注入封止体（５）は前記少なくとも１つのオプトエレクトロニクス半導体チップ
（２）を少なくとも部分的に取り囲み、
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　・前記注入封止体（５）は少なくとも部分的に、前記担体（１）の貫通孔（３）内に配
置されており、
　前記オプトエレクトロニクス半導体部品（１００）はハウジングボディ（４）を有して
おり、当該ハウジングボディ（４）は前記担体（１）上に被着されており、ここで前記ハ
ウジングボディ（４）は、露出しており、前記注入封止体（５）によって覆われていない
、前記実装面（１１）の箇所を覆い、ここで前記担体（１）の前記底面（１２）には前記
ハウジングボディ（４）は設けられておらず、ここで前記底面（１２）の平面図において
、前記担体（１）の周囲は完全に前記ハウジングボディ（４）によって包囲されており、
　ここでさらに、
　前記ハウジングボディ（４）は、前記半導体チップ（２）を少なくとも部分的に側方で
取り囲んでおり、ここで前記ハウジングボディ（４）は、前記少なくとも２つの金属製の
担体条片の間に配置されており、これによって前記ハウジングボディ（４）は前記担体条
片を機械的に接続し且つ相互に絶縁する、
ことを特徴とするオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの貫通孔（３）は、担体（１）内の少なくとも２つの陥入部（３１
、３２）によって形成されており、当該少なくとも２つの陥入部の最大水平方向伸長は相
違している、請求項１記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項３】
　前記陥入部（３１、３２）は、半径が相違している複数の柱体状開放部によって形成さ
れている、請求項２記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項４】
　前記陥入部（３１、３２）は各中央軸（Ｍ３１、Ｍ３２）を有しており、当該中央軸（
Ｍ３１、Ｍ３２）は重畳していない、請求項１から３までのいずれか１項記載のオプトエ
レクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの貫通孔（３）は少なくとも部分的に漏斗状に形成されており、当
該貫通孔（３）は前記底面（１２）から前記実装面（１）の方向へ、水平方向で先細りし
ている、請求項１から４までのいずれか１項記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（
１００）。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの半導体チップ（２）は側方で、前記ハウジングボディ（４）の隆
起部（４１）および／または陥没部によって取り囲まれている、請求項１から５までのい
ずれか１項記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項７】
　前記隆起部（４１）は少なくとも部分的に盛り上がっている形に構成されており、これ
によって前記隆起部（４１）は横断面図において、回転された「Ｕ」字状または回転され
た「Ｖ」字状である、請求項１から６までのいずれか１項記載のオプトエレクトロニクス
半導体部品（１００）。
【請求項８】
　前記ハウジングボディ（４）内の陥没部は溝である、請求項６または７記載のオプトエ
レクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項９】
　前記注入封止体（５）は、前記隆起部（４１）を少なくとも部分的に包囲している、請
求項６から８記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項１０】
　前記注入封止体（５）は少なくとも部分的に前記陥没部内に配置されている、請求項６
から９記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項１１】
　前記担体（１）の側面の周りは部分的に、前記ハウジングボディ（４）によって覆われ
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ている、請求項１から１０までのいずれか１項記載のオプトエレクトロニクス半導体部品
（１００）。
【請求項１２】
　前記担体（１）の側面は段状に形成されており、これによって前記実装面（１１）に接
している、前記担体（１）の領域は、前記底面（１２）に接している、前記担体（１）の
領域から側方で突出し、これによって前記ハウジングボディ（４）用の係留構造（１３）
が形成される、請求項１１記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項１３】
　前記ハウジングボディ（４）は、エポキシドおよび／またはセラミック材料を有してお
り、ここで、前記注入封止体（５）は、前記半導体チップ（２）から放出された光に対し
て透過性のシリコーンおよび／またはエポキシドを有している、請求項１から１２までの
いずれか１項記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）。
【請求項１４】
　前記注入封止体（５）は、前記半導体チップ（２）から放出されたビームを取り出すた
めに、ビーム取り出し面（５１）を形成し、ここで前記ビーム取り出し面（５１）はレン
ズ状である、請求項１から１３までのいずれか１項記載のオプトエレクトロニクス半導体
部品（１００）。
【請求項１５】
　請求項１から１４記載のオプトエレクトロニクス半導体部品（１００）を製造する方法
であって、
　・担体結合体（１１０）を準備するステップと、
　・少なくとも１つの貫通孔を各担体（１）内に設けるステップと、
　・少なくとも１つのオプトエレクトロニクス半導体チップ（２）を各担体（１）の実装
面（１１）上に被着するステップと、
　・前記少なくとも１つの半導体チップ（２）と前記少なくとも１つの貫通孔（３）を注
入封止材料によって注入封止し、続いて注入封止体（５）へと硬化させるステップと、
　・前記担体結合体（１１０）を個々の担体（１）に個別化するステップとを有している
、
ことを特徴とする、オプトエレクトロニクス半導体部品（１００）を製造する方法。
【請求項１６】
　前記注入封止材料による注入封止の前に、前記担体結合体（１１０）をハウジングボデ
ィ材料によって注入封止する、請求項１５記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　オプトエレクトロニクス半導体部品、ならびに、オプトエレクトロニクス半導体部品の
製造方法を提示する。
【０００２】
　本出願は、ドイツ連邦共和国特許出願第１０２００９０１２５１７．５号の優先権を主
張し、当該文献の開示内容は参照により本願に取り入れられる。
【０００３】
　本願発明の解決すべき課題は、特にコンパクトであり、かつ老化安定性の半導体部品を
提供することである。
【０００４】
　少なくとも１つの実施形態では、オプトエレクトロニクス半導体部品は担体を有してい
る。この担体は金属性の担体条片（リードフレームとも称される）であってよい。例えば
この担体条片は、条片状の２つの金属条片によって形成される。これらの金属条片は電気
的なコンタクト面として用いられる。
【０００５】
　さらにこの担体は、実装面と、実装面に対向する底面とを有している。
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【０００６】
　担体が、電気的に絶縁性の材料（例えばセラミック）から成る基体によって構成されて
いてもよい。この場合には基体の実装面および／または底面に、接続箇所と導体路が設け
られる。
【０００７】
　さらに担体は少なくとも１つの貫通孔を有している。ここでこの貫通孔は、担体の実装
面から底面まで延在している。
【０００８】
　本願のコンテキストにおいて「貫通孔」とは、例えば孔の形で担体内に突き抜け部分が
設けられていることを意味している。
【０００９】
　貫通孔の側方は担体によって制限されており、これによって貫通孔は少なくとも１つの
、連通している側面を有する。
【００１０】
　少なくとも１つの実施形態では、実装面上に少なくとも１つのオプトエレクトロニクス
半導体チップが固定されている。このオプトエレクトロニクス半導体チップは例えば、ル
ミネセンスダイオードチップである。ルミネセンスダイオードチップは、紫外光から赤外
光の領域のビームを放射する発光ダイオードチップまたはレーザダイオードチップであり
得る。有利には、ルミネセンスダイオードチップは、電磁ビームのスペクトルの可視領域
または紫外領域の光を放射する。
【００１１】
　例えば、担体上に複数の半導体チップが固定される。
【００１２】
　１つまたは複数の半導体チップは、有利には貫通孔を覆わない。
【００１３】
　少なくとも１つの実施形態では、オプトエレクトロニクス半導体部品は、ビーム透過性
の注入封止体（Vergusskoerper）を有する。この注入封止体は、半導体チップによって形
成された電磁ビームを通す。すなわち、半導体チップによって形成されたビームは実質的
に注入封止体によって吸収されない。ここで「実質的に」とは注入封止用コンパウンドが
、オプトエレクトロニクス半導体チップによって主に形成された電磁ビームを、少なくと
も８０％、有利には９０％まで通す、ということを意味する。さらに、注入封止体は、少
なくとも１つのオプトエレクトロニクス半導体チップを少なくとも部分的に取り囲む。こ
のコンテキストにおいて「部分的に取り囲む」とは、注入封止体が、半導体チップの露出
外面を、形状を用いた嵌合によって少なくとも部分的または完全に取り囲み、注入封止体
が少なくとも、半導体チップの露出外面の箇所に直接的に接することを意味する。さらに
、付加的に、担体の実装面は少なくとも部分的に、注入封止体によって覆われている。有
利には注入封止体はここで実装面と直接的に接触している。従って、注入封止体と実装面
との間に間隙も中断箇所も形成されない。さらに注入封止体は少なくとも部分的に、ボデ
ィの貫通孔内に配置されている。すなわち、注形封止体部分は少なくとも部分的に貫通孔
を満たす。換言すれば、注入封止体は貫通孔内にも入れられる。しかし注入封止体が必ず
しも貫通孔を完全に充填する必要はない。有利には、注入封止体を貫通孔内に入れること
によって、注入封止体は少なくとも水平方向において、すなわち担体の実装面に平行して
、担体と係留される。有利には注入封止体は連通しているボディである。従って半導体チ
ップと貫通孔は、注入封止体によって相互に接続されている。従って、注入封止体が水平
方向で担体、ひいては半導体チップから剥がれることが回避される。
【００１４】
　オプトエレクトロニクス半導体部品の少なくとも１つの実施形態では、半導体部品は担
体を有しており、この担体は実装面並びに少なくとも１つの貫通孔を有している。ここで
この貫通孔は、実装面から、実装面に対向する担体底面まで延在している。さらにオプト
エレクトロニクス半導体部品は少なくとも１つのオプトエレクトロニクス半導体チップを
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有している。この半導体チップは、実装面上に固定されている。さらに、オプトエレクト
ロニクス半導体部品は、ビームを通す注入封止体を有している。この注入封止体は少なく
とも１つのオプトエレクトロニクス半導体チップを少なくとも部分的に取り囲んでいる。
ここでこの注入封止体は少なくとも部分的に、担体の貫通孔内に配置されている。
【００１５】
　本願発明のオプトエレクトロニクス半導体部品は殊に、次のような認識に基づいている
。すなわち、注入封止体が、当該注入封止体によって少なくとも部分的に取り囲まれてい
る半導体チップ並びに当該注入封止体によって少なくとも部分的に覆われている担体から
、短い動作時間の後にすでに、剥がれてしまう（剥離してしまう）、という認識である。
すなわち、このような場合には例えば注入封止体と半導体チップとの間に間隙または中断
箇所が形成されてしまう。これによってオプトエレクトロニクス半導体部品はもはや自身
の完全な能力で作動することができなくなってしまう。なぜなら、例えば、注入封止体が
半導体チップから剥がれることによって、ビームが損失するまたは高い熱が発生してしま
うことがあるからである。
【００１６】
　このように、注入封止用コンパウンドが半導体チップおよび担体から剥がれてしまうこ
とを回避するために、本願発明のオプトエレクトロニクス半導体部品は、少なくとも１つ
の貫通孔備えた担体を使用する、という着想を用いている。ここでこの貫通孔は担体の実
装面から底面まで延在し、これと同時に、注入封止体は少なくとも部分的に、担体の貫通
孔内に配置される。
【００１７】
　有利にはこのようにして、少なくとも水平方向で、注入封止体が半導体チップおよび担
体から剥がれるまたは剥離することが回避される。これによって、特に老化安定性の半導
体部品が実現される。
【００１８】
　オプトエレクトロニクス半導体部品の少なくとも１つの実施形態では、注入封止材料は
シリコーン、エポキシド、シリコーンとエポキシドとの混合物から成るか、またはこれら
の材料のうちの少なくとも１つを含む。有利には、注入封止材料は、半導体チップによっ
て形成される電磁ビームを通す材料である。
【００１９】
　少なくとも１つの実施形態では、注入封止体のビーム取り出し面はレンズ形状に形成さ
れている。半導体チップによって形成された電磁ビームは、注入封止体の境界面で、半導
体部品から取り出される。半導体部品が例えば大気によって取り囲まれている場合には、
注入封止体と空気の境界面は、注入封止体のビーム取り出し面を形成し、このビーム取り
出し面を介して、電磁ビームが部品から取り出される。例えば全反射または不所望な後方
反射を回避するために、ビーム取り出し面はレンズ状に形成される。
【００２０】
　例えばビーム取り出し面は、集光レンズのような湾曲した外面を有している。有利には
このようにして、例えば半導体チップによって放射されたビームをフォーカシングするた
めに後置接続されたレンズを必要としない半導体部品が実現される。これによって、垂直
方向への延在が特に小さい部品が実現される。このコンテキストにおいて「垂直」とは、
実装面に対して垂直なことを意味する。
【００２１】
　オプトエレクトロニクス半導体部品の少なくとも１つの実施形態では、少なくとも１つ
の貫通孔は、担体内の少なくとも２つの陥入部によって構成される。これらの陥入部は、
その水平方向の最大伸長において相違している。「水平方向の最大伸長」とは、水平方向
における陥入部の２つの点の間の最大間隔である。平面図において陥入部が正方形である
場合には、この水平方向の最大伸長は例えば、陥入部の対角状に対向している２つの角の
間隔である。陥入部が円形である場合には、水平方向の最大伸長は直径であってよい。さ
らに陥入部が、種々異なる水平方向の伸長を備えた複数の陥入部から構成されていてもよ
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い。同じように、陥入部、例えば直方体状および第２の陥入部が、柱体状のパンチングで
あってもよい。２つの陥入部の各水平方向の最大伸長はいずれにせよ相違する。
【００２２】
　担体内に少なくとも１つの貫通孔が設けられている。この貫通孔は、「実装面側」およ
び「底面側」の陥入部によって形成される。「実装面側」とはこのコンテキストでは、陥
入部が実装面から担体内に設けられることを意味している。同様のことが「底面側」の陥
入部に対して当てはまる。有利には底面側陥入部は、実装面側陥入部よりも、大きい水平
方向の最大伸長を有している。深さ、すなわち各陥入部の垂直な伸長は、少なくとも部分
的に、陥入部の箇所での担体の厚さ、すなわち垂直な伸長を含む。この結果、２つの陥入
部が１つの貫通孔を構成することができる。さらに、２つの陥入部は垂直方向で共通の中
央軸を有することができる。
【００２３】
　オプトエレクトロニクス半導体部品の少なくとも１つの実施形態では、陥入部は、相違
する半径を備えた複数の柱体状開放部によって構成されている。柱体状開放部は孔であっ
てよく、穿孔によって担体内に設けられる。同じように、担体内に柱体状開放部をエッチ
ングまたは打ち抜きによって設けることができる。この場合には実装面側にも底面側にも
それぞれ１つの陥入部が、それぞれ少なくとも１つの柱体状開放部によって形成されてい
る。有利には、実装面を介して設けられた柱体状開放部は、底面を介して設けられた柱体
状開放部よりも、小さい半径を有している。
【００２４】
　オプトエレクトロニクス半導体部品の少なくとも１つの実施形態では、少なくとも１つ
の貫通孔は少なくとも１つの張り出し部分を有している。張り出し部分はこのコンテキス
トでは、例えば担体底面から始まって担体実装面へ向かって、貫通孔の水平方向伸長が「
突発的に」例えば、貫通孔内の段によって小さくなる、または大きくなることを意味して
いる。「突発的に」とはこのコンテキストでは、貫通孔が垂直方向において、１つの箇所
から次の箇所へ設定可能に、水平方向伸長における変化を有していることを意味している
。同じように、貫通孔が複数の張り出し部分を有することが可能である。貫通孔はこの場
合には例えば、異なる半径を有する複数の孔によって構成される。すなわち、貫通孔は多
数の段状の張り出し部分を有しており、貫通孔は垂直方向において、例えば異なる大きさ
の陥入部によって構造化されている。
【００２５】
　少なくとも１つの実施形態では、少なくとも１つの貫通孔は少なくとも部分的に漏斗状
に形成されている。ここでこの貫通孔は底面から始まって、実装面の方向において、水平
方向で先細りしている。「漏斗状」とはこのコンテキストでは、貫通孔が円錐台形状に形
成されており、これによって貫通孔が少なくとも１つの連続し、かつ連通している側面を
有し、貫通孔の半径が漏斗状領域において垂直方向において変化していることを意味して
いる。同じように、貫通孔を漏斗状陥入部および孔によって構成することが可能である。
このような場合には、孔と漏斗部との間の移行箇所では、段状の張り出しが形成される。
さらに例えば貫通孔を、担体の垂直な伸長全体にわたって漏斗状にすることが可能である
。貫通孔が自損の全垂直伸長にわたって漏斗状に形成されている場合には、貫通孔の水平
方向の寸法が実装面に向かって先細りすることによって、注入封止体を貫通孔内に留める
ないしは係留することが可能である。これによって水平方向においてだけではなく、垂直
方向においても、半導体チップおよび担体から注入封止体が剥がれることが阻止される。
貫通孔内に、例えば段状の張り出し部分が形成される場合にも、貫通孔は、水平方向にお
いて注入封止体が半導体チップおよび担体から剥がれることだけを阻止するのではなく、
垂直方向において注入封止体が半導体チップおよび担体から剥がれることも阻止する。こ
れは次のことによって実現される。すなわち注入封止体が少なくとも１つの、貫通孔内に
設けられている張り出し部によって「留められ」て、これによって注入封止体を、半導体
チップおよび担体に対する自身の位置に固定することによって実現される。
【００２６】
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　すなわち貫通孔は、本願に記載されている各実施形態において、担体内へ注入封止体を
係留する構造である。有利にはこのようにして、注入封止体が例えば、短い作動時間の後
に既に、担体および半導体チップから剥がれ、例えば半導体チップと注入封止体との間に
間隙または中断部分が形成されてしまうことが回避される。
【００２７】
　オプトエレクトロニクス半導体部品の少なくとも１つの実施形態では、注入封止体によ
って覆われていない担体箇所は、少なくとも部分的にハウジングボディによって覆われて
いる。例えば、ハウジングボディは底面の全ての露出箇所並びに実装面および担体側面の
全ての露出箇所を覆う。ハウジングボディはデュロプラスチック材料または熱可塑性材料
、例えばエポキシドによって形成されるか、またはセラミック材料によって形成されるか
、またはこれらの材料から成る。
【００２８】
　少なくとも１つの実施形態では少なくとも１つの半導体チップは、ハウジングボディの
隆起および／または陥没によって側方が縁取られる。この場合にはハウジングボディは少
なくとも部分的に実装面を覆う。例えば、水平方向において、間断のない、連通した隆起
部は半導体チップを円形、楕円形または長方形に縁取る。
【００２９】
　オプトエレクトロニクス半導体部品の少なくとも１つの実施形態では隆起部は少なくと
も部分的に盛り上がっている形に形成されている。「盛り上がっている形」とはここで、
隆起部が半導体チップを円形に取り囲み、横断面図において例えば回転された「ｕ」また
「ｖ」字状に形成されていることを意味している。
【００３０】
　オプトエレクトロニクス半導体部品の少なくとも１つの実施形態では、ハウジングボデ
ィ内の陥没は溝である。「溝」とはこのコンテキストにおいて例えば、ハウジングボディ
内の陥入部の形状である。ここで溝は半導体チップを例えば円形に取り囲んでいる。ここ
でこの陥入部は例えば断面図で、「ｕ」字状または「ｖ」字状である。
【００３１】
　オプトエレクトロニクス半導体部品の少なくとも１つの実施形態では、注入封止体は隆
起部を少なくとも部分的に包囲している。「包囲する」とはこのコンテキストにおいて、
注入封止体が隆起部と直接的に接触しており、隆起部を少なくとも部分的に取り囲み、注
入封止体と隆起部との間に間隙も中断部も形成されないことを意味している。さらに注入
封止用コンパウンドは、隆起部の最高点の両側に配置されている。「最高点」とは、隆起
部の伸長が垂直方向において最長距離を有している点である。このような場合に隆起部は
、注入封止体用の係留構造を形成し、これによって例えば、注入封止体がハウジングボデ
ィから水平方向で剥がれることが回避される。貫通孔を担体内に設けることによって次の
利点が得られる。すなわち、例えばハウジングボディ内の隆起部の形状をした係留構造だ
けを有しているのではなく、貫通孔の形状をした担体内の係留構造も有している部品を実
現することができる。すなわちこのような場合には本願発明ではハウジングボディ内の係
留構造が、担体内の係留構造と組み合わされる。このような組み合わせによって、注入封
止体がハウジングボディ、半導体チップおよび担体から剥がれることが回避される。これ
によって部品が安定するだけでなく、部品の寿命も延びる。
【００３２】
　さらにこのことによって、隆起部の垂直伸長を短くすることができる。なぜなら、注入
封止体は既に、担体内の係留構造によって、水平方向においても垂直方向においても係留
されているからである。有利にはこのようにして、垂直方向の伸長が特に小さく、非常に
フラットかつコンパクトな部品を実現することができる。
【００３３】
　例えば、隆起部の垂直方向の伸長を小さくすることによって、半導体チップの方を向い
ている隆起部側面も小さくされる。これによって、ハウジングボディのできるだけ小さい
面積が、半導体チップによって放射されるビームに曝される。少なくとも１つの実施形態
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では、注入封止体は少なくとも部分的に陥没部内に配置される。有利にはこの注入封止体
は完全に、陥没部内に配置される。この陥没部は、隆起部と同じように、注入封止体がハ
ウジングボディから、例えば水平方向で剥がれることを阻止する。このような場合にも、
陥没部の深さが小さくされる。なぜなら例えば注入封止体が水平方向で剥がれることは既
に、担体内の係留構造によって阻止されているからである。
【００３４】
　さらに、オプトエレクトロニクス半導体部品の製造方法も開示される。この方法によっ
て、本願に記載された部品が製造される。すなわち、部品に関連して開示された全ての特
徴は、方法に対しても開示されており、またその逆も言える。
【００３５】
　少なくとも１つの実施形態では、まずは担体結合体が準備される。担体結合体は、多数
の部品用の担体の結合体である。個別担体の間の接続は、後に、個別部品への個別化によ
って解かれる。例えば、担体は各担体条片である。この担体条片は、電気的に相互に絶縁
されている条片状の２つの金属条片によって形成されている。
【００３６】
　次のステップにおいて、少なくとも１つの貫通孔が、担体結合体の各担体内に設けられ
る。例えばこのために、それぞれ１つの柱体状開放部が孔の形で、実装面から、実装面に
対向している底面へ、および底面から実装面へと、担体内に設けられる。同じように、各
担体内に柱体状開放部をエッチングまたは打ち抜きによって設けることができる。このよ
うな場合には例えば、２つの柱体状開放部はそれぞれ異なる半径を有し、貫通孔内に段状
の張り出し部が形成される。同じように、柱体状開放部の２つの中央軸を重畳させず、柱
体状開放部を相互にずらすことができる。各柱体状開放部の深さは各ケースにおいて少な
くとも、柱体状開放部の箇所での担体厚さをともに有していなければならず、このように
して貫通孔が形成される。貫通孔は、実装面からも底面からの自由にアクセス可能である
。
【００３７】
　さらに少なくとも１つのオプトエレクトロニクス半導体チップが、各担体の実装面上に
被着される。このオプトエレクトロニクス半導体チップは例えば半田付けによって担体上
に固定され、電気的に接触接続される。
【００３８】
　次のステップにおいて、少なくとも１つの半導体チップおよび少なくとも１つの貫通孔
に注入封止材料が注がれる。これは硬くなって、注入封止体になる。有利には、貫通孔も
半導体チップも、１つの注入封止過程において注入封止される。注入封止体は、電磁ビー
ムを通す材料、例えばシリコーンによって形成される。注入封止時には、注入封止材料は
少なくとも貫通孔内に流れ、貫通孔内で硬化する。硬化後に、注入封止体はこの貫通孔内
で係留される。すなわちこのような場合には、貫通孔内に入れられ、さらに実装面および
半導体チップの全ての露出外面を少なくとも部分的に覆う注入封止体が形成される。この
ような場合には注入封止体は連通しているボディである。
【００３９】
　次のステップでは担体結合体が個々の担体に個別化される。この個別化はソーカット、
切断、破断または打ち抜きによって行われる。これによって、部品を特に経済的に製造す
ることができる。上記の順序を変えることもできる。これは例えば次のことを意味し得る
。すなわち、個別担体への担体結合体の個別化を、各担体の実装面上に少なくとも１つの
オプトエレクトロニクス半導体チップを被着する前に行うことを意味し得る。
【００４０】
　オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法の少なくとも１つの実施形態では、
まずは担体結合体が準備される。少なくとも１つの貫通孔が各担体内に設けられる。
【００４１】
　次のステップにおいて、少なくとも１つのオプトエレクトロニクス半導体チップが、各
担体の実装面上に被着される。次に、少なくとも１つの半導体チップおよび少なくとも１
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つの貫通孔に注入封止材料が注がれる。この注入封止材料は硬くなって、注入封止体にな
る。
【００４２】
　次のステップでは担体結合体が個々の担体に個別化される。
【００４３】
　オプトエレクトロニクス半導体部品を製造する方法の少なくとも１つの実施形態では、
注入封止材料を注ぐ前に、担体結合体に、ハウジングボディ材料が注がれる。これによっ
て有利には、例えば、ハウジングボディによって形成されている隆起部／陥没部を注入封
止体によって包囲することができる。
【００４４】
　以下で、実施例および関連図面を参照して、本願発明の部品を詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本願発明のオプトエレクトロニクス部品の実施例の、切断線Ａ－Ａに沿った概略
的な斜視断面図
【図２】半導体部品の、切断線Ｂ－Ｂに沿った概略的な斜視断面図
【図３】本願発明のオプトエレクトロニクス半導体部品の実施例の平面図
【図４】本願発明のオプトエレクトロニクス半導体部品の実施例の斜視下面図
【図５】本願発明のオプトエレクトロニクス半導体部品の実施例を製造する個々の製造ス
テップの概略的な断面図
【実施例】
【００４６】
　実施例および図面において、同じ構成要素または同機能の構成要素にはそれぞれ同じ参
照符号を付してある。図示されている要素は縮尺通りに示されたものではなく、むしろよ
り良い理解のために個々の要素は誇張して大きく示されている場合もある。
【００４７】
　図１では概略的な斜視断面図に基づいて本願発明のオプトエレクトロニクス半導体部品
１００が詳細に説明されている。このオプトエレクトロニクス半導体部品は、担体１と、
担体１の実装面１１上に固定されているオプトエレクトロニクス半導体チップ２と、ハウ
ジングボディ４と注入封止体５とを、本願発明の部品の実施例に即して備えている。この
例では担体１は金属製の担体条片であり、半導体チップ２によって電気的に接触接続され
ている。ここでは担体１は、２つの金属担体部分１２１と１２０とから構成されている。
２つの担体１２１と１２０は、ハウジングボディを介して相互に接続されており、これに
よって相互に安定する。ハウジングボディ４は、２つの担体部分１２１と１２０を相互に
絶縁する。
【００４８】
　さらにハウジングボディ４は、熱可塑性材料またはデュロプラスチック材料、例えばエ
ポキシドによって形成されている。
【００４９】
　注入封止体５は、ビーム取り出し面５１を形成する。このビーム取り出し面によって、
半導体チップ２から放射された電磁ビームが、部品から取り出される。ここでビーム取り
出し面５１は、集光レンズの形でレンズ状に構成されている。
【００５０】
　担体１内には２つの貫通孔３が配置されている。これらの貫通孔３は、２つの陥入部３
１および３２によって形成されている。ここでは２つの陥入部３１および３２は孔の形の
柱体状開放部である。さらに陥入部３１および３２は、中央軸Ｍ３１およびＭ３２を有し
ている。陥入部３１は、半導体チップの側面２１から中央軸Ｍ３１までの側方間隔Ｄで配
置されている。陥入部３２は直径Ｄ２を有しており、陥入部３１は直径Ｄ１を有している
。中央軸Ｍ３１およびＭ３２は重なっておらず、２つの陥入部３１および３２は相互にず
れて配置されている。ここで陥入部３１の直径は、陥入部３２の直径よりも小さい。陥入
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部３１および３２が異なる直径、すなわち異なる水平方向寸法を有していることによって
、各貫通孔内に、段状の張り出し部分６０が形成される。
【００５１】
　注入封止体５はこの実施例では完全に、２つの貫通孔３内に配置されている。従って、
注入封止体５は、貫通孔３内で、貫通孔３内に設けられた張り出し部分６０によって、垂
直方向および水平方向において、担体１と係留されている。すなわち、注入封止体は水平
方向においても垂直方向においても固定されており、実装面１１と注入封止体５との間に
も、半導体チップ２の外面２１と注入封止体５との間にも、間隙または中断部分は形成さ
れない。有利にはこのようにして、注入封止体５が剥がれることが阻止される。この結果
、特に老化安定性の半導体部品１００が実現される。
【００５２】
　さらにハウジングボディ４は盛り上がっている隆起部４１を有している。この隆起部は
、注入封止体５によって、両側で、自身の最大垂直伸長が包囲されている。ここでこの隆
起部４１は半導体チップ２並びに貫通孔３を円形に取り囲んでいる。「包囲する」とは、
注入封止体５が隆起部と直接的に接触しており、隆起部４１と注入封止体５との間に、間
隙も中断部分も形成されていないことを意味している。有利には隆起部４１によって注入
封止体５が水平方向において係留される。従って、少なくとも水平方向において、注入封
止体５がハウジングボディ４から剥がれることが開示される。
【００５３】
　さらに、貫通孔３を担体１内に設けることによって、隆起部４１の垂直伸長Ａは、これ
までの半導体部品に比べて短い。なぜなら既に貫通孔３が注入封止体５を水平方向で係留
しているからである。隆起部４１の垂直伸長が小さいことによって、側面４２も小さくな
る。この結果、半導体チップ２によって放射される電磁ビームにさられるハウジングボデ
ィ４の面をできるだけ小さくすることができる。これによって、入射するビームによって
損傷されるないしは加熱されるハウジングボディの面の割合をできるだけ小さくすること
ができる。
【００５４】
　さらに、隆起部４１の垂直伸長を小さくすることによって、特に平坦な部品を実現する
ことができる。ここで隆起部４１の最大垂直伸長は、半導体チップ２の垂直伸長に比べて
２倍の大きさである。
【００５５】
　垂直方向において担体からハウジング部分が剥がれるのを回避するために、この実施例
では、担体１は、段１３１の形の、さらなる係留構造１３を有している。この係留構造１
３は完全に、ハウジングボディ４によって包囲されており、垂直方向において担体１がハ
ウジングボディ４から剥がれるのを付加的に阻止する。
【００５６】
　図２は、概略的な斜視断面図で、図１に示されたオプトエレクトロニクス半導体部品１
００を示している。この図から、２つのさらなる貫通孔３が担体内に設けられていること
が分かる。このために、実装面から底面１２の方向へ、２つの陥入部３３および３４が担
体１内に設けられている。陥入部３３は延在軸Ｅに沿って楕円形に構成されており、陥入
部３４は孔である。底面１２から実装面１１の方向へ、第２の陥入部３５が担体内に設け
られている。陥入部３５は、陥入部３３と同じように、延在軸Ｅに沿った楕円の基礎形状
を有している。しかし、陥入部３３は延在軸Ｅの方向において、陥入部３５よりも短く延
在している。陥入部３５の水平方向の伸長は、陥入部３３の水平方向の伸長も陥入部３４
の水平方向の伸長もカバーしている。従って、陥入部３５によって２つの貫通孔３が形成
される。
【００５７】
　図３は、概略的な斜視平面図で、図１および図２に示されたオプトエレクトロニクス半
導体部品１００を示している。ここから、担体１内ないし半導体チップ２内の貫通孔３が
見て取れる。隆起部４１は、半導体チップ２を円形に縁取っている。
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【００５８】
　さらに図４は、図３に示されたオプトエレクトロニクス半導体部品の概略的な斜視下面
図を示している。これは、貫通孔３とハウジングボディ４と注入封止体５と担体１を備え
ている。
【００５９】
　図５ａ、５ｂ、５ｃおよび５ｄに関連して、概略的な断面図で、本願発明の半導体部品
を製造する方法が詳細に説明されている。
【００６０】
　図５ａは、多数の担体１を備えた担体結合体１１０の断面である。ここで担体結合体１
１０は、金属製の担体縁部結合体である。
【００６１】
　図５ｂは、各担体１内に設けられているそれぞれ２つの貫通孔３を備えた担体結合体１
１０を示している。貫通孔３はそれぞれ同じように、陥入部３１および陥入部３２によっ
て形成されている。陥入部３１は直径Ｄ１を有しており、陥入部３２は直径Ｄ２を有して
いる。ここで直径Ｄ２は、直径Ｄ１よりも大きい。
【００６２】
　図５ｃには、各担体１の各実装面１１上にオプトエレクトロニクス半導体チップ２がど
のように被着されているのかが示されている。
【００６３】
　さらに図５ｃには、例えば適切な型によって、ハウジングボディ材料が硬化され、ハウ
ジングボディ４にされることが示されている。各担体１の縁部領域には、盛り上がってい
る形状の隆起部４１が生じている。ここで、半導体チップ２および貫通孔３自体の近傍領
域には、ハウジングボディ材料が設けられていない。
【００６４】
　次のステップにおいて図５ｄには、ハウジングボディ材料がハウジングボディ４へと硬
化した後に半導体チップ２および貫通孔３が、同じ注入封止過程において、注入封止材料
によって注入封止されることが示されている。注入封止材料が注入封止体５へと硬化した
後、集光レンズの形のレンズ形状のビーム取り出し面５１が形成される。さらに、注入封
止体５は隆起部４１を完全に包囲している。
【００６５】
　最後に担体結合体１１０が個々のオプトエレクトロニクス半導体部品１００へと、ソー
カット、切断、破断または打ち抜きによって個別化される。
【００６６】
　本発明は既述の実施例に限定されるものではない。むしろ本発明は新たな各特徴ならび
にそれらの特徴の各組み合わせを包含し、このことは殊にこれらの特徴またはこれらの組
み合わせ自体が明示的に請求項または実施例に示されていない場合であっても、請求項に
おける特徴の各組み合わせを含む。
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